（島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金を受給された方）
	申請者：
	



大田市中小企業者等物価高騰対策省エネ支援補助金
交付申請時のチェックリスト

※チェックリストの全ての箇所にチェック（☑）が入った状態で申請してください。

１．補助金交付申請書（様式第１号）
【補助事業者要件の確認】
	チェック
	確認事項

	□
	市内に事業所又は店舗を有していること。
	法人の場合
	○市内に本社又は事業所等が所在していること。
※倉庫のみ市内にある等、事業の実態が市外にある場合は対象となりません。

	個人事業主の場合
	○市内で事業を行っていること。
※個人事業主の住所が市外にある場合でも事務所等が市内にある場合は対象となります。
※個人事業主で市外に店舗を有し、市内に居住している場合は対象外となります。




	□
	「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金（令和８年２月以降の交付決定）」の補助金の確定を受けた者

	□
	上記県の補助金で実施した補助事業の実施場所が大田市であること。
※本社が大田市で市外に店舗を有し、市外の店舗で県の補助事業を実施して省エネ器具等を導入した場合は、対象外です。

	□
	市税等の滞納がないこと。

	□
	風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122 号に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う者でないこと。

	□
	大田市暴力団排除条例（平成24年条例第１号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

	□
	過去に本補助金の交付決定を受けていないこと。（交付決定の取消しを受けたものを除く。）





２．添付資料
	チェック
	確認事項

	□
	【共通事項】写しは内容が確認できる鮮明な書類となっているか。

	□
	「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金確定通知書」の写し

	□
	「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金実績報告書」の写し等
㋐（様式第７号）ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金実績報告書
㋑（様式第７号 別紙）事業収支決算書
㋒（様式第８号）ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業間接補助金取得財産管理台帳
㋓ 県の助成金を活用して、設置・更新等を行った設備等の写真（大田市の事業所分のみ。県に提出されたものでも可）
※実績報告をした際に島根県事務局に提出された上記以外の書類（見積書、発注書
（もしくは契約書等）、納品書、請求書、支払済みの領収書等）は、市へ提出する必要はありません。

	□
	「島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金交付申請書」の写し等
㋐ 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金交付申請書
㋑ 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業計画書【総括表】
㋒ 島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業計画書【詳細】
※申請時に提出された、上記以外の書類は市へ提出していただく必要はありません。

	□
	補助金の振込みを希望する口座の通帳の写し
	紙の通帳の場合
	２枚
通帳の表面の写し（１枚）、通帳を開いた１、２ページ目の写し（１枚）

	電子通帳の場合
	電子通帳の画面の写し（１枚）


※銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようにコピーしてください。通帳の表面と通帳を１枚開いた１・２ページ目の両方をコピーしてください。電子通帳などで紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面を印刷してください。



